
「指導要録」改訂の経緯

学習評価の目的は何か

　学習評価の考え方や進め方、指導要
録の様式は、これまでも学習指導要領
の改訂に伴って一部改められてきまし
た。今回の学習指導要領改訂に向けた
審議のなかでは、「学習評価の充実－
何が身についたか－」についても議論
されました。
　学習指導要領には、指導に当たって
の基準（「何ができるようになるか」
という目標、「何を学ぶか」という内
容、「どのように学ぶか」という方法）
とともに、「何が身についたか」とい
う評価についても示されています。総
則に示された基本的な配慮事項を箇条
書きで示すと、次のように要約するこ
とができます。
・児童のよい点や進歩の状況などを積
極的に評価し、学習したことの意義
や価値を実感できるようにする。

・目標の実現状況を把握するため、単
元や題材など内容や時間のまとまり
で評価の場面や方法を工夫する。

・学習の過程や成果を評価し、指導の
改善や学習意欲の向上を図る。

・学習評価の妥当性や信頼性を高める
ため、組織的、計画的に取り組む。

・学年間や学校段階において児童の学
習成果が接続されるようにする。

 ここには、学習評価を実施するに当
たって、ごく基本的な事項が示されて
います。子どもの学習状況を評価する
際に観点別に実施することやそのため
に必要になる評価規準などについての
記述は見られません。
　こうした背景には、学習評価に関わ
る法的な根拠が乏しいことがあげられ
ます。現在、学校などで日常的に使用
されている学習評価、目標に準拠した
評価、観点別評価などの用語は法律に
おいて登場してきません。学習評価に
関しては、学校教育法施行規則（第２
４条）で、指導要録の作成義務や抄本
の作成・送付を定めているだけです。
通知表（通信簿）に関する規定なども
見られません。
　平成３１年１月に文部科学省から公
表された「児童生徒の学習評価の在り
方について（報告）」は、中央教育審議
会の下に設置されたワーキンググルー
プでのこれまでの議論を整理したもの
です。以下「報告」と表記します。こ
こには、これからの学習評価の基本的
な考え方や改善の方向性についてまと
められています。
　今後、これにもとづいて、児童生徒の
学習評価のあり方をはじめ、児童（生
徒）指導要録の参考様式や記載方法な
どについて、文部科学省から通知され
る予定です。

　指導要録の様式は学校を設置してい
る教育委員会が決定することになって
います。文部科学省はそのための参考
となる様式を示しています。通知表
（通信簿）は、各学校が新しい指導要
録やこれまでの通知表の様式を参考に
各学校で作成されます。

　学習評価の方法を考えるまえに確認
したいことがあります。それは「なぜ
教師は子どもの学習状況を評価するの
か」という評価の目的です。学習評価
の機能や目的の捉え方によって、評価
の方法が変わってくるからです。
　ここでは３点の機能について説明し
ます。各機能は学習評価の目的として
捉えることができます。
　第１の機能は、評価した結果を次の
指導に生かし、子どものつまずきを無
くしたり、さらにレベルの高い学習に
挑戦させたりすることです。これを学習
評価のフィードバック機能と言います。
すなわち、学習評価は教師の授業改善
のために行われるという考え方です。

●学習評価には指導機能、伝達機能、管理機能がありますが、学習評価の主要な目的は、
学習と指導を改善し、子どもに学力をつけることにあります。
●子どもの学習状況をこれからも観点別に評価します。各教科の評価の基本的な観点は
「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」に改められました。

これからの学習評価の考え方・進め方
昭和天皇の誕生日でしたが、昭和６４
年の崩御に伴って「みどりの日」として
制定されました。その後「みどりの
日」は５月４日に変更され、４月２９
日は「昭和の日」になりました。

昭和の日
（4月29日）
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　これまでも言われてきた「指導に
生きる評価」とか「指導と評価の一体
化」というフレーズはこのことを端的
に言い表したものです。
　子どもたちの学習状況を観察・理解
し、判断・評価しながら、次の指導を
考え、子どもたちにより確かな学力を
身につけさせます。ここでは、確かな
子ども理解力とともに、それを踏まえ
て次の指導方法を臨機応変に決定し、
実施する指導力が求められます。
　同様なことが子どもの学習において
も言えます。評価という営みを子ども
の側から捉えると、一人一人が自らの
学習状況を自己評価し、評価結果を自
らの学習を改善させるために生かすこ
とだと言えます。自己評価することを
「報告」では「自己調整」と言って
います。
　ＰＤＣＡと言われています。Ｐは計
画、Ｄは実践のことです。Ｃとは点検・
評価のことで、これがゴールではあり
ません。評価の結果を踏まえて次のア
クションを起こします。これがＡです。
これからは教師にとっても子どもに
とっても、ＣからＡへのくだりが一層
重要になります。
　このように考えると、学習評価を行
う主要な目的は、教師にとっては指導
方法を改善・充実させることにあり、
子どもにとっては学習を改善させるため
に行われるものだと言えます。いずれ
においても、子ども一人一人が確かな
学力をつけるためです。このことを
ここでは学習評価のもつ「指導機能」
「学習機能」とします。
　第２の機能は、教師が評価した結果
を保護者や子どもたちに伝えることで
す。もちろん評価したことのすべてで
はありません。これを学習評価のもつ
「伝達機能」とします。評価結果には
妥当性や信頼性と、ある程度の客観性
が求められます。教師には、評価結果
に対してなぜそうなのかを説明する義
務も伴います。できる範囲で記録に残
す努力が求められます。
　ただ、評価の客観性をいたずらに追
い求めることは慎みたいものです。特
に「思考・判断・表現」や「主体的に
学習に取り組む態度」といった観点の
評価は、見た目だけで判断したりある
時点の状況を静的、一時的に捉えたり
することがないようにします。数値化
することも困難です。
　ここでの学習評価は一般に成績評価
と言われ、評定を意味しています。学
習評価の目的を「成績をつけるため」
と狭く捉えてしまうと、子どもたちを

Ａ・Ｂ・Ｃにランクづけたり振り分け
たり、さらには数値化する意識が先行
し、日常の評価活動が「評定のための
評価」になってしまいます。観点の趣
旨にも合わなくなります。子どもの学
習状況をチェック（点検・評価）する
ことが目的化してしまいます。成績を
つけ、結果を保護者や子どもに伝える
ことは大切なことですが、学習評価の
主要な目的ではありません。
　伝える場や機会は通知表や個人面談
などがあります。急を要するときには
電話なども利用されます。一斉に伝え
たいときには、保護者会の場や学級通
信などが効果的です。
　第３の機能は、指導要録に記載する
ことです。指導要録を作成することは
義務づけられており、このことを怠る
ことはできません。指導要録には、
「学籍に関する記録」と「指導に関す
る記録」があります。これらは在籍を
示す証しであり、成績の状況の記録
です。前者は２０年間保存されます
が、後者は５年間です。こうした意味
あいから「管理機能」とします。
　指導要録は戦前、学籍簿と言われま
した。指導要録と呼ばれるようになっ
たのは、昭和２４年（１９４９年）９
月からのことです。わが国においては
歴史のある文書です。新しく子どもを
受けもった年度当初には子どもを理解
するために活用され、その後の指導に
生かされていますから、指導要録には
一部に指導機能も備わっています。
　学習評価には多様な機能や目的があ
ります。これからは、学習評価の主要
な目的を果たすために「記録」に残す
ことを重視した評価から、教師の「指
導」と子どもの「学習」の改善に生かす
ことを重視した評価が求められます。

　授業者が目標を設定することは、授
業者がここでの指導でこのことを身に
つけさせるということを公表している
ことです。子どもたちへの隠れた約束
ごとです。それには結果が問われると
いう、厳しい側面があります。指導目
標を設定することのもつ意味を改めて
確認したいものです。
　教育界において「目標に準拠した評
価」という用語が使われるようになっ
たのは、平成１０年版の学習指導要領
にもとづいて指導要録が改訂されてか
らです。目標に準拠した評価とは、い
わゆる絶対評価のことです。それまで
は、学級など集団のなかでの位置を示

す評価（相対評価）が主流でした。
　相対評価から絶対評価に転換された
背景には、学習指導要領の捉え方があ
ります。学習指導要領にはすべての子
どもに身につけさせる事項が示されて
おり、「最低基準」とされました。そ
のため、学習指導要領に示された内容
が一人一人において定着したかどうか
を見きわめることが求められるように
なりました。それまで実施されてきた
集団のなかでの位置を示す評価は馴染
まなくなったのです。
　その結果、一人一人の子どもに即し
て、目標が実現したかどうかを見きわ
め、万一つまずいている子どもがいた
場合には、身につけるよう再び指導す
るなどの手だてを取ることが求められ
るようになりました。一方、一人一人
の子どもには自己調整しながら自らの
学習を改善する努力が求められます。
　この考え方はいまも生きていますか
ら、これからの学習評価においても目
標に準拠して評価するという方法は維
持されます。
　目標に準拠した評価を実施する際に
前提になることは、指導目標の設定で
す。今回の学習指導要領では、各教科
等の目標及び内容が「資質・能力」の
「３つの柱」から構成されています。
その要素は次のとおりです。

　単元（小単元）や題材の目標は、上
記の３つの要素から設定することにな
ります。一つの方法として、「資質・
能力」の柱ごとに目標を設定すること
も考えられます。
　本時の目標（ねらい）は教材や学習
活動などを考慮して、「資質・能力」
の柱を重点化して設定します。３つの
要素すべてを目標に位置づけて実践す
ることは現実的でありません。

　わが国においては、子どもの学習状
況を観点別に評価するという方法が伝
統的に実施されてきました。ただし、
各教科の評価の観点名については学習
指導要領の改訂に伴って一部改められ
てきました。
　なぜ観点別評価が評価の基本とされ
てきたのでしょうか。単元や題材の目
標は一般にさまざまな要素を含んだ総
括的な内容になっています。そのため

目標の実現状況を評価する

学習状況を観点別に評価する

・知識及び技能
・思考力、判断力、表現力等
・学びに向かう力、人間性等



に、子どもの学習状況をただ漫然と観
察しているだけでは、その内実を深く
捉えることはできず、一面的であった
り、印象的であったりします。
　予め子どもの学習状況を観察・評価
する際の「目」をもつことによって、
学習の状況をより深く捉えることがで
きるようになります。観察の「目」が
評価の観点に当たります。
　今回の改訂では、評価の観点が改め
られました。目標に準拠して評価する
ことが基本ですから、評価の観点は目
標を構成している要素と一体でなけれ
ばなりません。各教科の基本的な評価
の観点は次のようになりました。

　ここに示された観点名は、学校教育
法（第３０条）に規定された学力を構
成する基本要素を踏まえたものです。
「主体的に学習に取り組む態度」は、
「資質・能力」でいうところの「学び
に向かう力」に関連しています。「人
間性等」に関わることは観点として示
されていませんから、観点別評価の対
象にはなりません。
　子どもの学習状況を観点別に評価す
るためには、判断・評価する際のもの
さしである観点ごとの評価規準が必要
です。各教科において観点ごとにＡ・
Ｂ・Ｃの判定を行い、指導要録にはそ
れぞれの結果を記載します。絶対評価
で行われます。これまでと変わりませ
ん。各学校が作成する通知表において
も学期ごとに同様な手続きが行われる
ものと考えます。
　このような評価を行うための評価規
準のあり方が課題になります。これま
では、Ａ基準、Ｂ基準、Ｃ基準と言わ
れたように、細かな評価基準（規準）
を作成してきました。ここまで作成す
る必要があるのかという問題です。従
来のＢ基準を評価規準として作成し、
これに照らして、その状況を越えてい
ればＡと判断し、さらに指導が必要な
状況であればＣと判断することができ
ます。教師の事務量を軽減する観点か
ら、また簡素でだれでもできる評価に
するために、評価規準の設定のあり方
が問われます。
　平成４年に改訂された指導要録の記
載に当たっては、自ら学ぶ意欲や思考
力、判断力、表現力などの資質・能力
の育成が重視されたこともあって、概
ね満足できる状況（Ｂレベルの状況）

を評価規準として設定し、スタンダー
ドを意味するＡやＣの基準を作成する
ことまでは求められませんでした。
　観点別に目標を設定する取り組みは
かつて平成４年度頃から見られ、いま
もこうした目標を設定している地域が
あります。単元や題材の観点別目標を
観点別の評価規準として読み変えるこ
とによって、評価規準を作成する事務
量を軽減することができます。
　これからは評価の時間的な幅が新た
に問われるようになります。「知識・
技能」の観点については１単位時間に
おいても評価することができます。し
かし、「思考・判断・表現」や「主体
的に学習に取り組む態度」の観点は質
的なものですから、１単位時間で身に
ついたかどうかを見きわめ判断するこ
とは困難です。時間をじっくりかけて
育てていくものだからです。単元や題
材、学期や学年のまとまりのなかで長
期的な視野に立ってはぐくみ、評価す
るようにします。量的、数値的に評価
しやすい「知識・技能」の観点との違
いを明確にしておくことが大切です。
　「主体的に学習に取り組む態度」の
観点は、問題解決に向けて積極的に追
究しようとしているかどうかを評価す
るものです。「報告」では「性格や行
動面の傾向を評価する」のではなく、
「自らの学習状況を把握し、学習の進
め方について試行錯誤するなど自らの
学習を調整しながら、学ぼうとしてい
るかどうかという意思的な側面を評価
すること」だとしています。
　１単位時間には、その時間の目標を
すべての子どもに実現させることを目
指して、子ども一人一人を観察し、指
導に徹することを基本に据えます。そ
のためには、本時の目標に照らして評
価規準を設定し、万一つまずいている
子どもがいた場合に備えて、その手だ
てを計画しておきます。
　繰り返しますが、評価の主要な目的
は評価結果を教師の授業改善や子ども
の学習改善に生かすことです。Ａ・
Ｂ・Ｃの基準で子どもたちを振り分
け、評定することではありません。

　各教科の新学習指導要領の目標には
「人間性等」に関わる事項が示されて
います。例えば、国語科には「言語感
覚を養い、国語の大切さを自覚し、国
語を尊重…」とあります。社会科には
「地域社会に対する誇りと愛情、地域
社会の一員としての自覚、我が国の国

土と歴史に対する愛情」などが示され
ています。また、理科には「自然を愛
する心情」を養うとあります。これら
資質は国家・社会の形成者として成長
するうえでとても重要なものです。
　これらの目標を、Ａ・Ｂ・Ｃで判定
する観点別評価は馴染まないとされま
した。知識や技能のように数値的な評
価（評定）を行いません。これらは、
子どもの心のうちに形成されるもので
あり、本心を教師が捉えることは困難
です。そのため、これまでも、子ども
の内心に関わることを十分だとか不十
分だと判断することができるのかと
いった指摘がありました。
　そこで登場したのが、個人内評価と
いう方法です。これはすでに実施され
いる「特別の教科　道徳」の評価方法
でもあります。これは一人一人のよい
点や可能性、進歩の状況を評価するも
のです。目標に準拠して評価するとき
の規準がそれぞれの子どもに即して設
定されるところに特色があります。
　個人内評価を行うためには、子ども
の発言の内容やノートなどの記述、論
述したものやレポート、制作したさま
ざまな作品などを分析したり、日頃の
関心や態度やふるまいなどを観察した
りします。その際、記述した内容や行
動や態度の背景や真意をくみ取る必要
があります。子どもの何気ないつぶや
きや表情が重要な意味をもつことがあ
りますから、教師には鋭い観察力や洞
察力、理解力が求められます。
　評価した結果は、通知表や面談など
の機会をとおして保護者や子どもに伝
えます。子ども一人一人のよさや可能
性を中心に評価するとき、ややもする
と課題や問題点を指摘することは望ま
しくないということを耳にします。し
かしそうではありません。その子ども
がよりよく成長・発達していくために
は、さらに努力すべきことを指摘する
ことがとても大切なことです。「これ
からはこうすると、さらによくなる
よ」とか「このことを克服することが
これからの課題だね」などと指摘し
て、次の目標を指し示し努力するよう
促すことは教師の重要な役割です。
　指導要録には「総合所見及び指導上
参考となる諸事項」の欄に、必要最低
限の事項にとどめ、要点を箇条書きな
どで記載することになります。

「人間性等」に関わる目標の評価

・知識・技能
・思考・判断・表現
・主体的に学習に取り組む態度
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北先生の新刊著書は、新学習指導要
領での指導と評価につながる具体的
な学び方・教え方の術が満載です。す
べての先生に贈る究極の啓発書と
なっております。くわしくは左記INFOR-
MATION欄をご覧ください。（K記）
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「思考力・判断力・表現力」の

指導と評価シリーズ
その6

　そもそも配布物が不足するという事
態が起こることはけっして望ましくあ
りません。行き渡らない子どもが騒ぎ
だすこともあります。万一こうした事
態に出くわしたときには、臨機応変な
対応が求められます。
　対処方法は、配布する学習資料の形
態によって違ってきます。自作資料を
印刷したものであれば、印刷の量にも
よりますが、授業を一旦中断して印刷
することも考えられます。この場合に
は、短時間ですが、課題を与えたり自
習態勢をとったりして、時間を無駄に
しないようにします。
　すぐに用意することができない場合
には、取りあえず隣の子どもと一緒に
学ばせます。資料に書き込む活動があ
る場合は特に配慮が必要です。教師は
当該の子どもに「申し訳ない」の気持
ちを伝え、後で忘れずに渡します。
　学習を成立させることが困難だと判
断したときには、選択肢のひとつとし
て、その時間に予定していた学習資料
を使うことを断念し、ほかの指導方法
に切り換えることも考えられます。
　配布物が不足する事態にならないよ
う、事前に枚数を確認します。印刷の
ズレや汚れなどがないかも調べておき
ます。学校によっては印刷枚数が厳し
く管理されていますが、数枚余分に用
意しておくと、忘れた子どもや無くし
た子どもに対応できます。

　教員の働き方改革について議論して
きた中央教育審議会特別部会は、これ
までの審議を踏まえて「答申」をとり
まとめました（平成３１年１月）。こ
れによると、教員の時間外勤務、すな
わち残業時間の上限を「月４５時間、
年間３６０時間」としています。
　文部科学省が平成２８年度に実施し
た調査をもとに推計すると、「月４５
時間」の上限を超えている小学校の教
員は８２％に上っています（「読売新
聞」より）。小学校教員の３割が「過
労死ライン」を超えていると言われて
います。この数字はわが国の教員の勤
務様態が異常な状況であることを物
語っています。早急に対応することが
求められます。

　残業時間の上限を遵守することは、
勤務時間のあり方や業務内容を抜本的
に見なおすことと深い関わりがありま
す。「答申」は「変形労働時間制」の
導入を提案しています。これは夏休み
の期間などに長期の休暇を取りやすく
する仕組みです。国立大学の附属学校
ではすでに導入されています。
　「答申」は、児童生徒の早朝登校を
禁止し、出勤時間を遅らせることに
よって、年間に１５０～１６０時間の
削減効果があることを示しています。
また、情報通信技術（ＩＣＴ）の導入
による校務を効率化することで１２０
時間、休み時間や掃除の時間に地域人
材を活用することにより、１００時間、
それぞれ削減されるとしています。
　なお、給与月額（基本給）の４％が
加算されている教職調整額については
見なおしが行われませんでした。今回
は先送りされています。

　教育とは教えることと育てることで
す。「教育」の文字に当てはめると、
学力には教える学力と育てる学力があ
ることがわかります。「知識や技能」
は教える学力であるのに対して、思考
力、判断力、表現力は教えても身につ
きませんから育てる学力です。
　これまでの学校教育では、「教」に
重点をかけ、「育」をそれほど重視し
てこなかった傾向があります。わが国
が明治以降長い間、学校教育において
も欧米諸国に追いつき追い越すことを
使命にし、知識や技能を効率的に習得
させることを重視してきました。こうし
た伝統的な学力観はいまもなお根強く
残されています。多くの人たちが「学
力」と聞くと、「知識や技能」の習得状
況を連想するのはそのためです。

　「思考力、判断力、表現力」とひと
つのフレーズで表現されることが多い
ですが、「思考力や判断力」と「表現力」
とはまったく違った能力です。表現す
る内容は思考・判断したことだけでな
く、わかったことやできるようになっ
たこと、感じたことなどが対象になり
ます。つぶやきや表情、ふるまいなど
も表現している姿です。表現力は大き
な概念です。「思考力」と「判断力」に
も違いがあります。思考力と判断力と
表現力の共通性とともに違いを理解す
ることが大切です。
　思考力、判断力、表現力を育てるに
は、子どもに思考する、判断する、表
現する活動を促す言葉かけが重要にな
ります。教師主導の伝達型の授業観で
は育てることが困難です。教え込むの
ではなく、子どものよさや可能性を引
き出す工夫が求められます。

　授業中、学習資料を配布してい
たら、枚数が足りないことに気づ
きました。このような場面では、
どのように対処したらよいので
しょうか。

配布資料が足りない 教員の働き方改革

教えることか、育てることか

子どもに身につけさせたい、教師も身につけたい
「見方・考え方」を35の具体例でわかりやすく解説！

「ものの見方・考え方」とは何か
授業力向上の処方箋新刊
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